
この補助金は予算の範囲内で実施するため、早期に終了する場合があります【先着順】 

 

平成23年度 住宅用地球温暖化対策設備（エコハウス設備） 
設置補助事業のご案内 

 

鹿屋市では、地域から地球温暖化対策を進めるため、住宅への太陽光発電システム・太

陽熱温水器・高効率給湯器（ｴｺｷｭｰﾄ･ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ等）の設置に対し、補助を行います。 

 

１ 補助要件・補助額 

  以下の全ての要件を満たす方 

  ○市内に住所を有する方（世帯主に限る。転入予定者は、転入後の交付申請） 

  ○市税を滞納していない方（転入者においては、従前の市町村税の滞納が無い方） 

○市内に存する、本人または同居人が所有し居住する住宅（新築を含む）に、下表の

エコハウス設備を、市内業者から購入して設置した方 

 
種 別 

補助額 
補助予定数 

補助対象機種 
（いずれも未使用のものに限ります） 

１ 
住宅用 
太陽光発電 
システム 

３万円/kW 
(上限10万円) 

概ね150件 

国の補助金申込受理決定を受け、設置したもの 

２ 

太陽熱利用システム 
・太陽熱温水器 
・ソーラーシステム 
 
高効率給湯器 
（商品名） 
・エコキュート 
・エコジョーズ 
・エコフィール 
・エコウィル 

２万円 
 
 

計100件 

【太陽熱利用システム】 

財団法人ベターリビングの優良住宅部品 

（BL部品）認定を受けたもの 

 

【高効率給湯器】 

①エコキュート 

 年間給湯効率が3.1以上であるもの 

②エコジョーズ・エコフィール 

 熱効率が95パーセント以上であるもの 

③エコウィル 

 総合効率が80パーセント以上であるもの 

 

※対象機種については施工業者等にお問い合わせ

ください 

（注意点）１世帯につき１設備限りの補助となります 
     ※例えば、太陽光発電とエコキュートを設置する場合は、太陽光発電のみを対象とします 

     ※この補助金を１回受けた世帯は、以降この補助金は申請できません 

 

２ 申請手続き・お問い合わせについて 

（１）申請場所・お問い合わせ先 

鹿屋市役所５階 生活環境課（※郵送不可、総合支所等では申請できません） 

電話 0994-43-2111(内線3516)または0994-31-1115(直通) 

（２）受付時間 

 申請期限内の平日8:30～12:00、13:00～17:15 

  ※次頁に続く 



３ 申請に必要な手続（必要書類及び申請期限） 

（１）住宅用太陽光発電システム 

種類 必要書類 申請期限 

設置前 

事前届出 

(※) 

①事前届出書 

②国の補助金申込受理決定通知書の原本及び写し 

③国の補助金申込書の写し 

国補助金の受理決定

日から、市補助金の交

付申請まで ※先着順 

※転入予定者も届出可 

 

設置後 

交付申請 

 

④交付申請書 

⑤ ①の写し（市受付印・番号のあるもの） 

⑥領収書(a)の原本及び写し 

⑦九州電力との電力受給契約書の原本及び写し 

⑧国の補助金交付申請書の写し 

⑨ ②･③の変更関係書類（※変更した場合のみ） 

⑩設置状態が確認できる写真 

⑪納税証明書(b) 

⑫エコレポート(設置前１年間の電気使用量等を記入したもの) 

⑬申請人名義の預金通帳及び印鑑 

設置日(電力受給開始

日)から90日以内か

つ、平成24年３月30日

まで 

 

※転入者は、転入届提

出後に申請してく

ださい 

※設置前及び設置後両方の手続が必要です。 

ただし、国補助金が平成 22年度(本予算･補正予算)のものについては、設置前の手続

（①･⑤）は不要です（交付申請時に②･③を添付してください）。 

 

（２）太陽熱利用システム・高効率給湯器（※手続は設置後のみ） 

種類 必要書類 申請期限 

 

設置後 

交付申請 

 

①交付申請書 

②領収書(a)の原本及び写し 

③保証書の原本及び写し 

④設置状態が確認できる写真 
※エコジョーズについては型式名が分かる部分写真、 
太陽熱温水器については型式名またはBLマークが分か
る部分写真を追加してください 

⑤納税証明書(b) 

⑥エコレポート(設置前１年間の電気使用量等を記入したもの) 

⑦申請人名義の預金通帳及び印鑑 

設置日(保証書記載購

入日)から90日以内か

つ、平成24年３月30日

まで ※先着順 

 

※転入者は、転入届提

出後に申請してく

ださい 

◎留意事項(1)･(2)共通 

(a)領収書 

について 

○領収書の金額と対象設備の設置経費が異なる場合（新築･ﾘﾌｫｰﾑ･ｵｰﾙ電化など）、 

設置経費の内訳が分かるもの（見積書など、任意様式）を添付してください。 

○分割払等で領収書が発行できない場合に限り、販売店発行の「領収金額証明書」

と分割払契約書の写しをもって、領収書に代えることができます。 

(b)納税 

証明書に 

ついて 

○市税の完納が証明されているもの 

・鹿屋市の場合は「滞納なし証明」、市税務課･支所･出張所･ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰで発行 

・転入者の方は、従前の市町村が発行したもの 

○申請日から90日以内に発行されたもの 

原本類 

について 

○領収書等の原本については、写しと相違ないことを確認した上で、その場で返

却します 

 


